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こ の 報 告 は 、 国 民 生 活 安 定 緊 急 措 置 法 第 28 条 の 規 定 に 基 づ く 令 和

７ 年 ７ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 １ 月 31 日 ま で の 期 間 に お け る こ の 法 律 の

施 行 状 況 に 関 す る 報 告 で あ る 。  

 



国 民 生 活 安 定 緊 急 措 置 法 の 施 行 状 況  

 

国 民 生 活 安 定 緊 急 措 置 法 （ 昭 和 48 年 法 律 第 121 号 。 以 下 「 法 」 と

い う 。） の 令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 １ 月 31 日 ま で の 期 間 に お け

る 法 の 施 行 状 況 は 以 下 の と お り で あ る 。  

 

譲 渡 の 禁 止 の 解 除  

令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 現 在 で 、 米 穀 は 法 第 26 条 第 １ 項 の 政 令 で 指 定 す

る 生 活 関 連 物 資 等 と さ れ て お り 、 米 穀 を 不 特 定 の 相 手 方 に 対 し 売 り 渡

す 者 か ら 米 穀 の 購 入 を し た 者 は 、 当 該 購 入 を し た 米 穀 の 譲 渡 （ 不 特 定

又 は 多 数 の 者 に 対 し 、 当 該 米 穀 の 売 買 契 約 の 締 結 の 申 込 み 又 は 誘 引 を

し て 行 う も の で あ っ て 、 当 該 米 穀 の 購 入 価 格 を 超 え る 価 格 に よ る も の

に 限 る 。） を し て は な ら な い こ と と す る と と も に 、 こ の 規 定 に 違 反 し

た 場 合 に つ い て 罰 則 を 定 め て い た 。  

米 穀 に つ い て は 、 需 給 の ひ っ 迫 が 改 善 さ れ る な ど 、 法 の 規 定 に よ る

指 定 の 要 件 に 該 当 し な く な っ た こ と か ら 、 当 該 指 定 の 解 除 に つ い て 、

法 第 27 条 に 基 づ き 消 費 者 委 員 会 へ 諮 問 し 、 令 和 ８ 年 １ 月 13 日 に 答 申

さ れ た 。 こ れ を 受 け 、 法 第 26 条 第 １ 項 、 第 31 条 及 び 第 37 条 の 規 定

に 基 づ き 、 国 民 生 活 安 定 緊 急 措 置 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令

和 ８ 年 政 令 第 ３ 号 ） を 制 定 し た 。 同 政 令 は 同 月 21 日 に 公 布 さ れ 、 同

月 22 日 か ら 施 行 さ れ た 。 同 政 令 に お い て 、 米 穀 は 生 活 関 連 物 資 等 と

し て の 指 定 が 解 除 さ れ る と と も に 、 譲 渡 の 禁 止 の 規 制 が 解 除 さ れ た 。  

 


